《一問一答方式》　一 般 質 問 答 弁 書

（担当部課　消防局　救急救命課
　　　　　　子ども青少年部　青少年課
　　　　　　福祉部　高齢者支援課
　　　　　　　　　　生活援護課　　　）

	質 問 者
	 通告２６番
 　原田　建　議員
	 関連
 質問
	通告２７番
柳沢　潤次議員

	件名
	１　夏休み大人の宿題－市政課題２０２５

	要　旨
	(１) 熱中症とエアコン問題等について

	聞
き
取
り
内
容
	1 　本年の熱中症の救急搬送数と高齢者の割合は。また、救急隊員が到着したときのエアコンの使用状況はどうか。
2 　高齢者等に対して夏季電気代補助が必要ではないか。
3 　子どもの家のエアコンの設置状況と今後の設置に関する方針は。
4 　生活保護世帯のエアコンの使用状況の把握及び夏季加算の要望の状況は。
5 　平成２５年～１０％までの引き下げ敗訴の理由は。減額分の補償と市長は、国を待たずに謝罪を。
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≪質問①≫
本年の夏も、記録的な高温が継続し、９月を過ぎても、猛暑日が続く地域もあり、一層、熱中症のリスクが高まっているといわれています。
本年の熱中症の救急搬送人数と高齢者の割合を教えてください。
また、救急隊員が到着したときのエアコンの使用状況についてお聞かせください。
≪回答①≫（簗瀬消防局長）
原田議員の一般質問についてお答えいたします。
まず、本年の、熱中症による搬送人数でございますが、集計を開始した５月１日から8月末日までに１７３人を搬送しております。
そのうち、高齢者は７９人搬送しており、割合は４５．７％となっております。
次に、エアコンの使用状況でございますが、８月末までに住宅から搬送した熱中症４２人のうち、エアコンが使用されていたのは１９人、使用されていなかったのは１８人、残りの５人は、エアコンの設置が確認できなかったなどでございます。
≪質問②≫
熱中症による救急搬送について、高齢者の割合が高くなっている。東京都の金額は難しいとしても、高齢者への夏季電気代補助が必要ではないか。
≪回答②≫（古郡福祉部長）
熱中症対策としての電気代補助についてでございますが、近年の猛暑を受け、高齢者に関する熱中症対策の必要性について、あらためて認識をしております。
しかしながら自治体で電気代の助成策を講じることは、財源確保や制度設計等、多くの課題があり、現時点では実施は困難であると考えております。
市といたしましては、身近な場所で暑さを避ける工夫や、水分補給の大切さなど、啓発や声掛けなどに努め高齢者の熱中症予防の重要性を広く周知できるよう取り組んでまいりたいと考えております。
≪質問③≫
　子どもの家のエアコンの設置状況と今後の設置に関する方針を教えてください。
≪回答③≫（三ツ井子ども青少年部）
　地域子どもの家のエアコンの設置状況につきましては、全１８館中２館に施設全体への空調が整備されております。また、その他の１６館におきましてもは図書コーナー及び見守る人コーナーに家庭用エアコンを設置してきたほか、子どもの遊びスペースには、扇風機や大型冷風扇を設置し、今年度からスポットクーラーや窓の断熱フィルムの設置などの対応を図ってまいりました。
　しかしながら、近年の夏の暑さに対して、室内での暑さ指数の高い日が多く、子ども達が走りまわれない状況が頻繁にあるため、施設全体での空調整備は喫緊の課題であると認識しております。地域子どもの家施設ごとの状況などを整理しながら、夏場の環境面に配慮した施設の在り方について検討してまいります。
≪質問④≫
生活保護世帯のエアコンの使用状況をどのように把握しているのか。夏季加算の要望はしたのか。
[bookmark: _Hlk207712328]≪回答④≫（古郡福祉部長）
近年の温暖化に伴い熱中症リスクが高まる中、特に熱中症になりやすい高齢者や子ども、障がい者等のいる世帯を中心に、ケースワーカーが家庭訪問等の機会をとらえ、エアコンの使用状況の把握に努めております。
次に、夏季加算につきましては、適切な冷房器具の使用を促し、熱中症を予防するため、冷房器具使用に係る電気代の需要に対し補償をしていく必要があることから、神奈川県を通じて国に要望しているところでございます。
≪質問⑤≫
平成２５年～１０％までの引き下げ敗訴の理由は。減額分の補償と市長は、国を待たずに謝罪を。
≪回答⑤≫（古郡福祉部長）
[bookmark: _Hlk207800387]平成２５年生活扶助基準改定に関する令和７年６月２７日最高裁判決では、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法第３条と第８条２項の規定に違反して違法と判断されたものと認識しております。
また、現在、国において平成２５年生活扶助基準改定に関する令和７年６月２７日最高裁判決の趣旨及び内容を踏まえた今後の対応の在り方について、学識経験者の専門的知見に基づく検討を行うため、社会保障審議会生活保護基準部会の下に、専門委員会が設置され議論がなされております。
６月２７日の判決は、名古屋高裁と大阪高裁の２件が審理され、最高裁判所の判断が示されたものとなります。
また、本市をはじめ７自治体を当事者とする訴訟は、継続中ではございますが、今回の最高裁と同様の趣旨であることから、司法の最終的な判断を真摯に受け止めております。
今後は、専門委員会における議論の内容を注視するとともに、国の判断を踏まえ、適切に対応してまいります。
